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報道関係者 各位 

 

 

大学生に対する「労働法セミナー」の開催について（７月開催） 
～ 前橋工科大学及び群馬大学（理工学部）において開催 ～ 

 

 

 

記 

 

１ 前橋工科大学 

日   時 平成３０年７月４日(水) １４：３０～１６：００ 

    場   所 前橋市上佐鳥町４６０－１ 

      対象学生等 全学年（大学院生含む） 

 

２ 群馬大学（理工学部） 

   日   時 平成３０年７月１８日(水) １６：００～１７：３０ 

   場   所 桐生市天神町１－５－１ 

   対象学生等 ２年生 

 

【照会先】 

群馬労働局雇用環境・均等室 

雇用環境・均等室長  千葉 裕子 

雇用環境改善・均等推進監理官 吉澤 伸彦 

（電 話）  027-896-4739 

厚生労働省群馬労働局発表 

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日 

厚生労働省 

群馬労働局 Press Release 

群馬労働局（局長 半田和彦）では、これから社会に出て働く大学生に、

働く前と働くときに知っておくべき労働法の基礎知識をもっていただくた

め、大学と連携し、労働法セミナーを平成２４年度から開催しています。 

平成３０年７月は、下記のとおり前橋工科大学及び群馬大学（理工学部）

において開催し、その後も県内の大学と連携し順次開催していく予定です。 

なお、本セミナーを取材する場合は、開催日２日前の午後５時までに、照会先

あてご連絡ください。 


